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要 旨

奈良桜井木材市場は,流 送路と無関係に陸上交通による木材集荷に依存して発展した市場という特

色を もつ。このことは,特 定の木材問屋資本による山方支配の関係を生ぜ しめず,山 方の直接生産堵

の順調な成長と,市 場内における木材,製 材資本の内生的継起的な自立展開を可能にした。この論柘

は,か かる桜井市場の展開過程を背後地の林業の発展と関連せ しめなが ら跡づけた ものである。

(i)桜 井の初期の原木供給源は多武峯であった。ここでは江戸中期から林地の実質的な私有が成立し

ており,そ の上に立って集約な育林業が展開 した。これは元来山郷の農民によってなされたものた

が,や がて貨幣経済の滲透に伴ない,平 坦部とりわけ桜井の商人たち(主 として日用品を取扱う舶

多な業種)の 手へ集中されてゆ く。なおそのさいの取引対象は 「小苗山」 ・ 「中木山」が多 く,紹

営目的よりも財産としての取得であるといえる。

② 明治に入 り,桜 井では初めて木材業者が出現する。そ して明治中期以降,鉄 道による販路拡大力

可能になった結果,市 場は急速に発展 し,東 吉野 ・宇陀が集荷圏内へ入って くる。また産地や他f

方か ら木材業者が桜井へ進出するケースもみ られる。さらにかかる市場の横への拡が りを基盤とし

て,明 治末期か らは製材業(賃 挽)・ 廃材加工の各種木工業などがふえ,以 後桜井は縦深的な構

を もつ市場としていっそう定着することになる。

(3)戦 後は トラック輸送が飛躍的に発達 し,戦 前の集荷圏の自然地理的閉鎖性を打ち破った結果,重

井はより広域的な市場間原木獲得競争にまきこまれた。桜井木材協組による市売 りと金融事業は・

桜井への集荷の促進に大 きな役割を果たし,そ の基盤に立って中小製材工場が叢立 した。 しか し

合の存在は逆に小規模製材の上昇を許 さぬ ことにもなり,頭 打ち状態である。一方昭和36年 頃か1

大手業者は外材に指向して一時活況を呈 したが,や はり港湾製材に較べてコス ト面の遜色を免れa

ので,高 能率大量生産と小口集約製材とのデ ィレンマを脱 し切れぬ状況にある。
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第1章 江戸 時代 にお ける多 武峯林 業 の発展

はじめに

戦前の桜井市場に対する主たる原木供給源は多武峯であった。多武峯は桜井に近接 している上に,

そこでの林業は,江 戸中期より,枝 打ち,密 植,間 伐利用 という労働集約的な育成林業が展開 した。

当時すでに寺社の林野支配 という特殊な条件下ではあったが・林地の私的占有 と売買が公認され・そ
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の結果,朱 印地であったにもかかわらず,明 治維新にさいしてすべて民有地となくた。この民有山林

を基盤 として,多 武峯内外の山林所有者による自伐材の取弓1場として桜井if蜴 が開花 した。そのさい

多武峯林業の技術的特質ゆえに桜井は,足 場丸太,磨 丸太といった特殊素材を主体とする市場として

発展 し,こ れらを専凹とする業者を数多 く存在せ しめた。なお木材の生産流通に関係する業者は,多

武峯山元の素木生産業者と,桜 井市場の素材買いを行なう材木商人,賃 挽中心の製材業者さらにその

製材廃材を加工する業者という機能の分化が生 じこれ ら複合の上に,市 場は安定 し発展 した。このよ

うに多武峯林業が桜井市場の始動力となり,発 展の物的基盤となり,そ の発展形態を規定したといっ

ても過言ではない。そこで,こ のような特色ある多武峯林業がいかに成立したか,と りわけ,そ こで

の林地私有,林 地売買はいかなる要因で,ど のように発展 したのか,そ こでの育成林業はどのような

内実のものであったかに視点をすえながら,江 戸時代における多武峯林業の発展をみてみる。

第1節 談山寺社の多武峯林野支配

中世を通 じ,多 武峯全域はもちろん,平 坦部の広瀬郡全域まで,そ の領有権は談山寺社に属 してい

たが,豊 臣秀長の命で郡山に遷座 させ られ,中 世以来の権利は中絶 した。 さらに,帰 山後も,文 禄検

地の結果,全 く中世以来の権利にとどめを刺 され旧多武峯郷中の村 々は村高を負 う新 しい村 として,

地方,人 籍共に近世大名頒に編入 された。唯(くな ),平坦部の広瀬郡のうち広瀬村,百 済村,藤 森村,赤 部

村の4ケ 村の3千 石の地方,人 籍と,多 武峯の林野とが家康の朱印状によって,談 山寺社の支配に戻

った。 もっとも林野については境界を明示 したものはなく,従 来の慣習でその四至を考え他領の百姓

持地のまま,山 林小物成を談山寺社へ寄付せられた形となった。このようなわけで,最 初のうち境界

がはっきりせず,近 隣諸大名の林野押領が起 こり,談 山寺社と諸大名はしば しば対立 している。そこ

で寺社奉行は 「尚々去子年以来,和 州1ケ 国之御知行割之御座候に,い つれ も山林竹木は如先規相の

急度申上候……」(談 山文書)と いう講:状を寺社に送り,談 山寺社の林野支配の正 しいことを述べ,

多武峯山林を勝手に伐採することは朱印の旨に背むくものとして,以 後厳重に取締ることを伝えてい

る。なお多武峯山林は大別して2種 類となる。すなわち,元 来山郷村々が利用 していたのが朱印状に

より,談 山への 「御預ケ」の形 となって談山が村々に山年貢を課 した 「総預ケ山」 と,寺 社に近い処

で寺社の直作地である 「近廻 り山」とである。

第2節 山郷,及 び門前町の姿 と林業

(1)山 郷村々の姿と林業

←つ 旧公事家族の実質的村落支配

多武峯においては,中 世より寺社に夫役を勤める家を公事家と呼び,夫 役は田畑一筆毎に公事銭と

して徴 している。近世封建制社会になり,夫 役 も村の生活のうちに慣習として固定 し,公 事家という

名称 も消滅 して しまった。 しかし,旧 公事家層は江戸初期において も,な お根強いカを もっている。

たとえば荻田村(藤 堂藩)の 庄屋久右衛門は寛文5年(1665)に おいて も3人 の 「一年切 りの奉公人」

と4人 の 「譜代」の下人をかかえ,そ れ以前においては,(慶長か ら元和の頃にわたる下人の解放)畔

世的隷属農民を伴なう農奴主的経営を行なっていた。また第1表 に示す荻田村(水 野領)の 名寄帳K

よると,寛 文元年(1660)当 時は比較的均分化された本百姓6軒 であるが,寛 文6年(1666)に は長三良

鍵搬襲冥老11禦茎撚 離昆驚 二1野撫 濡 蘇 碧驚1瀧 饗童
家 届 が 江戸 初 期 に おい て も耕 地 を 中 心 と した 生 産 関 係 に 根 強 い 潜 勢 力 を も って い た こ とを 示 す 。 そ し

て農 業 生 産 の 不 振 に もか か わ らず,こ の よ うな 古 い 生 産 関 係 を残 存 せ しめ た の は,林 業 生 産 の 末 発石

(注)諸 大名の地 方,人 籍支 配
。津 藩………鹿 路村,針 道村,下 居村,倉 橋村,北 音羽村,南 音羽村,下 村

。郡 山藩…… 百ノ市村,高 家村 。旗本藩……北山村,横 柿村 。高取藩……冬野村
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く第1表 荻 田 村 名 寄 帳(ListofinhabitantsandtheirpropertiesinOgitaVillage)

F
寛 文 元 年(1660)寛 文6年(1666)寛 文11年(1671)

一

高 屋 敷 高}屋 敷 高 屋 敷
一_一 一 一一 一 一 一

三 郎 欄 ・7651:2°22・o.・95i嵜 ・6.7633.223.20
2.03- ____

与 六8・5812.033.741同0.994_一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一
才 次 郎i7.744z.・3r・ ・8・[・776同
一一一一 一 一 一 、 一一 一7一一

長 三 郎1&9521・21
-  一一 一一一 一 一 一一一一一一 一一一一 一 一 一 一一 一 一 一_一一一一

五 兵 衛 「7.1857.227.895
,同 ・895同

噛 三 廊5.3671.2110.・67-1:212119.88『1:zizi
-・(続 桜井町史)

の結果によると思われる。

㈲ 土地所有と階層

山郷における土地所有状況とその階層構成を鹿路村を例にあげてみる。文禄4年 鹿路村の検地帳に

ょると,高 請百姓は44人で1石 以下層が半数以上の26人である。 この1石 以下層は文禄4年 の談山文

P

書による 「役人」すなわち公事家でない,旧 非公事

家属である。 しかし,こ の文禄期の1石 以下層は,

享保期にかけて消滅,或 いは上農層へ包摂され,文

化年間になると全 くみられな くなる。その反面,10

石以上の上農層が増えてくる。 しかし上農層といえ

ども,せ いぜい10～20石 の高持ちで,大 地主の存在

は稀薄であり,近 世末期のような,大 地主の形成 と

中下層農の没落による貧農化,無 高化という階1分

化の現象はみ られない。このような階層分化の不徹

底さは大地主が成立する自然条件,す なわち肥沃で

広大な耕地が存在 してなかったこと,商 業的な農業

生産や林業生産の不振による貨幣経済浸透の遅れに

よっていた(ロお)。

鱈 農業生産

寛政4年(1792)の 岩坂村,柏 村の村明細帳によれ

第2表 鹿 路 村 検 地 帳

(ClassificationoflandownersinShikaji

VillageduetolandSvreying)

文 禄4年 文 化5年 弘文4年
(1595)(1805)(1843)

 一.1「 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一71圏 一 一

階 層 戸 数 戸 数1戸 数一.1一皿  

10石 以 上133

8^-9101011

7～8211

6～7412

5^-6121311

4^-5131715

3～4323

2^-3111515

1～2200

1石 以下2600

計4422121

ば,農 作 物 は 米以 外 に 雑 穀 と して,麦 ・粟 ・大 豆 ・(続 桜井町史)

燕麦 ・胡 麻 ・稗 等 を生 産 して い る(そ の 他 木 綿 の 作 付 と山 葵 ・牛勇 ・里 芋 等 の 商 品 作 物 の 栽 培)。 柏

村 で は 田地 反 別6町3反 余 りに対 して畑 地4町2反 余,岩 坂 村 で は 田地7町7反,畑 地8町6反 余 で,

いず れ も畑 地 の比 重 が 大 き く,そ れ だ け水 田 は少 な くな り,貢 租用 の米 穀 を の ぞ くと そ の残 米 は極 め

て少 な い こ と にな る(田 高117石 余 で,寛 政4年 の取 米80石 余 な ので37石 の残 と な り,戸 数18な の

で,1戸 当た り2石 余 りに す ぎ な い)。 だ か ら,そ の 食 生 活 は,こ の平 均2石 余 の残 米 と,畑 の生 産

物 た る雑 穀 で 補 う と と もに,貨 幣経 済 の 滲 透 とな って 膨 張 す る家 中 の維 持 の ため に あ た らね ば な らな

い こ とに な る。 しか し,山 村 に お け る水 田耕 作 の 自然 条 件 は,一 般 に土 質 が 良 好 で な い。 柏 村 で は,

(注)秀 長の郡山築城で天然用材林 がことごと く伐採 され,そ の後 はただの薪,柴 山 にな って しまい,そ の結果,

林野利用の態様 も自給食糧確 保のための開墾による畑地造成,或 は徳川中期以降は平坦部への 柴 薪の販売の

程度に とどま り,植 林,そ れによ る用材生産 は江戸末期 まで またねばな らなかった。



　　　

(注1)

「土地田畑3分 通ハ真土,4分 通ハ石交 リ,3分 通ハ砂交 リ」となり,岩 坂村で も3分 が真土,3分

が石交り,4分 が砂交 りと決して良質の土地でな く,し かも階段状に細分された傾斜地であり,耕 起

には手間どり,ま た傾斜地や断崖急な所では再三崖 くずれや山津波が起 こり,し かもどの山郷におい

て も,谷 が深 くて水利の便悪 く,そ のために早魑におびやかされている。

(一=H林業生産

山郷では,畑 作の比重の高い自給的な零細農業なので,そ の経済的発展に林業生産がきわめて重要

となることはいうまで もない。従って,好 条件で山林に依存することが可能であれば人口が増え,悪

条件であれば離村の傾向を示すことになる。いま第3表 に示す鹿路村における人口増減と林野利用,

林野依存の相関関係を調べてみる。まず元禄か ら享保までの時期は山林の開懇(く の)による開田畑造成の時

期である。豊臣秀長の郡山築城で天然用材がことごとく伐採され,そ の後,雑 木山とな`て しまって

第3表 宗 門 改 帳 に よ りみ た鹿 路 村 人 口の 変遷

(ChangeofpopulationinShikajiVillageduetoreligionsurveying1701-1871)

年 代 論ll奢 嬬 離 晶 灘 吝翻 呑齢 哲翻 騰

軒 数1州46122122231231231・ ・
一_一一 一___r_ 一_一 一一一1-n-一 一一■一 一

人 数i1871921・2575[9511・gl・1gl112
-

(続 桜井町史)

(注3)

薪炭生産,販 売も季節的,間 断的なものにすぎなかったが,一 方,山 郷で食糧増産のためにさかんに

開田畑が造成され,軒 数,人 口共に増加 したのである。 しかし,談 山寺社としては,開 墾の進展によ

って支配林野が減少(諸 大名の地方の増加)す ることになるので黙視できず,享 保20年(1735)開 地

禁止令をだし開田畑に年貢を課する一方,開 墾の成果の明確でないものはすべて山林 に戻 した。この

ため,次 の寛延期まで人口減少が続いた。しかし寛政以後,山 郷での育成林業が発展 し,さ らに文化5
(注4)

文政以降は談山本社による近廻 り山(直 作地)の 大植林事業が展開 したので,山 郷の住民にも不在山

林所有者の山守として,或 いは山林労務者としての兼業収入の機会が拡大 した。さらに幕末に至るに

従い,そ れ以外の余剰労働力に対しても漸次余業収入の道が開かれ,幕 末には人口も漸増 し,軒 数 も

(注1)続 桜井町吏

(注2)「 山中ノ村二候得者地方御地頭掛リ之田畑わつか二て難立行,御 当山様之開畑を作仕全奉蒙御蔭渡也取続
候村方……」(談山文書,続 桜井町史)

(注3)「 山家住居二候へ者百姓作間二者柴薪を調置成売代渡也取続候村方……」(談山文書,桜 井町史)

(注4)寛 政年間,談 山本社の造営があり莫大な借財をかかえた結果,こ の打開策として,近 廻り山で収入をあげ
るべく,文化15年より20ケ年間,さ かんに植林を行なった。 さらに天保年問になっても植林していること

は次表によって知られる。

植林年次 苗 木 建 鮒 工 数 そ の 他 場 所
杉 桧

天保・年春 ・7,12・本163人 枝紐 数158420[人T4呂 ケケ 馨

・年 異搬 義1鑛 代銀61金,匁'腎 工数68A4291西 門 冬 野 道
__一 一一_.一 一一

11年 特 搬 櫓1鑛 代銀74A186.、匁 『FEU工数、39h231龍 ケ 谷

14年 醤 搬 裟 相見院w

(談山文書)
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、22～23軒 に維 持 され た。

(2)門 前 町 の 姿 と林 業 ≪ll)

・ 門前町とは・それ自身無高の場所であり・談山本社・子院と直接・間接に結ばばれて生活を営霊票

人々,す なわち日用品を取扱 う各種商人・吉野・多武峯詣の客をとめる宿屋・談山御用の材木業者・

大工 ・屋根屋などの集団か ら成 っていた。談山本社の文化,文 政以降の大植林事業により・下刈,植

,付,技 打ち・除伐などの労働者が近辺山郷村 々から門前へ移住 した・また山郷における享保以降の育

域林業の発展により,天 保期には芸州などか ら木挽が進出する・ こうして山郷の人口停滞 減少 と相

反して,幕 末になるほど門前町の人口が増加 し・天保5年262人,嘉 永5年391人 ・安政5年400人 を

数えた。門前の材木商人は,天 保以前までは,大 阪で調達 した材木を木津川を淵曳 して・多武峯門前

まではこび,談 山本社,子 院に供給することであったが,山 郷における育林業の発展・それによる木

挽の進出により,天 保頃か らは山元で素材生産,製 品生産を行なうようになり・山郷の牛方仲間の請

・ 負で¥/坦 部灘 の木駄 墜 いは木材の醒 へ製品を踊 し初めている・また談口・鯛 献 として・

談 山領 内 に も材 木 を 出荷 して い る。 しか し当時 の多 武 峯 か ら平坦 部 へ の 輸送 能 力 の乏 しさ な ど に よ り

材 木業(くぬラ)の限界 は小 さか った 。

第3節 林 地 私 有 の展 開

ω 総 預 ケ 山 に お け る林 地 私 有

山郷 で あ る倉 橋 村 の 元 禄11年(1698)の 山 林 に関 す る記 録(梅 咲 文 書)を 調 べ て み る と,倉 橋 村 の

林 野 を総 称 して 「惣 山 」 と呼 び,村 方 は 年 貢 木(山 年 貢)4・42石 を 寺 社 に納 め る。 年 貢 木 の割 付 方 を

鎌 山 と呼 び,人 別 に 割 付 け す る。 山 に大 小 の 差 が あ るの で 持 主 は 持 廻 わ りす る方 法 を と って い る。 ま

た村 方 に は特 別,小 前 帳 を 用 意 して いな いの で 「村 方 内 証 割 付」に な って い る。 しか し,こ の 「惣 山」

,の利 用 は,従 来 寺 社 との 関 係 深 く公 事 銭 を 負担 して い た 旧 公 事 家 が 強 い 力 を 持 ち,こ の 元 禄 の 「割 付

。け」 「持 ち廻 り」 も旧公 事 家 に 当 た る上 中 農 層 の 主 導 で な され た もの と思 わ れ る。 そ して 元 禄 か ら享

保 にか け て,半 数 以 上 の 零細 高 持 層(旧 非 公 事 家 層)が,ど の 村 に おい て も,消 滅 あ るい は上 層 農 へ

、吸 収 され て い るの で あ る。 一 方 この 「持 ち 廻 り」 も,薪 炭 の商 品 化 とそ れ に よ る広 汎 な雑 木 山 の 伐 採
'

.によ り,し だ い に 個 人 の 永 代 地 とな って い った の で あ る。

前述 の よ うに 元禄 か ら享 保 に か け て 「畑 地」 「屋 敷 地 」造 成 の た め,山 郷 村 々で さ か ん に林 野 開 墾

、が 行 な わ れ た が ,寺 社 と して は 諸 大 名 の地 方 が 増加 し,支 配 林 野 が 減 少 す る こ と にな り,他 面 諸 大 名

の 地方 と寺 社 の支 配 林 野 の 区別 が必 要 とな っ た。 そ の た め 享 保20年(1735)山 郷 の 絵 図 面 を 作 って,両

者 を 区別 し,新 開 き畑 や 開墾 屋 敷 地 を 明記 し,そ の うえ 「多 武峯 御境 内 開 地年 貢 帳 」 を つ くり,開 墾

1地屋 敷 地 に年 貢 を課 す る と とも に,以 後 の 開墾 を禁 止 した の で あ る。 そ の さ い 林野,開 地 を譲 渡 す る

場 合 に は必 ず 山庄 屋 の奥 印 を 必 要 とす る こと に した が,こ れ に よ って林 地 の私 的 占有 と売 買 が林 野 支

配者 た る談 山寺 社 か ら公 認 さ れ た形 とな った。

② 近 廻 り山 に お け る林 地 私 有

近 廻 り 山 は,江 戸 時 代 に お いて は,寺 社 直 作 地 と して 維 持 され て きた が,明 治5年 の 地券 交 付 に あ

た って,官 有 地 か 民 有 地 か と い う こ とが 問 題 と な っ た。 しか し寺 社 所 有 地 と して の解 釈 は し難 く官 有

(注1)無 高 の場所であ るが,そ の代 り 「門前夫」の名で寺 社に人頭税を納めた。 これ を負担す る家が公事で あ

る。寺社は,江 戸時代 をとお して,大 体70軒 の公事家を維持 していたよ うで ある。

(注2)天 保年間の材 木業者 は八井内町で4人(良 蔵,卯 市郎,利 兵衛,弥 四郎)飯 盛塚 町の3軒(甚 兵衛,又

兵衛,善 治郎)の 併せて7軒 であ った。(続桜 井町史 よ り)

(注3)執 行代事記 天保14年 門前材木屋共 ヨ リ領 内へ杭木差下

1,600本 八 井内町964本 飯盛塚町200本 鹿路村 但,500本 梅室 より申付候内地

300本 西 口町 計3,064本

1本 弐間四寸口140本1杉 上々七 部板216坪

(注4)明 治初年 の二度の大火事 によって,こ とごと く没落 し,明治期 の桜井木材市場の展 開には繋が らなか った。
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地としての解釈が有力とな り,明 治7年 官有地に編入された。 しか し,寺 社関係者は,文 化以来多大

の犠牲をはらって植林 してきたのに,も しこのまま官有地 として他所に払い下げられることになれば

まことに遺憾であるとし,さ かんに官有地編入反対運動を行ない,結 局新 しく士族に編入された旧子
(注1)

院の僧侶達の所有地となった。

また総預ケ山も,江 戸時代を通 じ,山 郷では百石山と称 して山庄屋を通 じて山地頭である談山神社

に年貢を上納 してきたが,山 林 ・地床共に売買された証拠が沢山残っている。 しかも,証 文には山庄

屋が必ず奥印をしている。また個人の自費で杉 ・桧を植林 した例も多い。そ こで明治になって耕地同

様であるとして,民 有地編入運動を行ない,民 有地に認定 された。

第4節 総預ケ山における林地売買の展開

享保20年 に公式に林地私有が公認されたのであるが,以 後開地は禁止せ られたので田畑は限 られた
(注2)

もの となったし,一 方,柴 ・薪の生産 も季節的かつ不安定的なものである。そこで村内農民達は育林経

営をめざして,植 林を開始するのであるが,彼 等の経済力の貧困か ら,そ の多 くは結局 これを維持で

きず,植 林 して数年で小苗山として平坦部の山主へ売却 し,そ の山守になり生計を測 ることになった

場合が多い。山林の買手は主に近辺平坦部の商人であるが,特 に桜井の商人による買得が多い。桜井

は,村 高745石 余の高を請け農業専門に従事する人もいるが,中 世より商業市場 として栄え,貨 幣経

済の発展 したところであり様々な面で町方的な様相を示し,半 農半商の町であった。享保5年(1720)

の名寄帳によると,油 屋,塩 屋,魚 屋,素 麺屋,茶 屋,綿 屋,傘 屋,紐 屋,針 屋,晒 屋,木 屋,鍛 冶

屋,割 木屋,紺 屋,荒 物屋,竹 皮屋,種 屋,竹 屋,菓 子屋,畳 屋,桶 屋,樽 屋,屋 根屋,古 手屋など

様 々の商売に町の人々が携わっていた。そして,こ のような貨幣経済の担い手たる商人が買手となっ

て,そ の手中へ山林が移 っていったのである。それらの買手は木屋,桶 屋などの木材関係の職業に携

わる者に限らず,門 前や山郷に出入 した一般 日用品をは じめ各種の品物を扱う商人である。彼(く の)等はが

いして財産として山林を集積したたわけで,杉,桧 の植林された人工林,地 床 と買得 しているケース
(注4)

が多い。また江戸中期以降になると,経 済力を蓄えた桜井の大商人に転売するケースが多い。桜井の

大商人とは諸大名と関係深 くその許可を得て株元 ・株仲間を形成 した。造 り酒屋,油 屋,綿 屋,あ る

いは三商売仲ケ間と呼ばれる古手屋,古 道具屋,古 鉄屋などで,い ずれも一面において高利貸の性格

の強い前期的商人である。 これら商人は多武峯における貨幣経済の浸透に伴なって,し だいに山郷と

の関係を強 くする。油屋,綿 屋は,生 活必需品たる油や綿を門前の寺社,子 院,或 いは山郷村々へ販

売し,ま た古手屋,古 道具屋等の質屋も,山 郷百姓が年貢に詰って家財,山 林を質入 して急場を凌 ぐ

ためには是非 とも必要なものであった。年々山郷に浸透する貨幣経済の影響により,土 地を基盤 とす

る自給 自足の経済は崩壊の一路をたどり「田畑 ・山林等質物二差入相流シ」「終二は残る田畑借銀等村

(注1)現 在,多 武峯村内の10～20町の山林所有者のなかには,こ の寺関係者もいる。
(注2)「 山家住居二候得者,百 姓作間二者柴薪を調置成売代渡也取続候村方……,正 月ヨリ三月下旬迄二山地二

て苅代仕置,大 体干上リ候処に而何し茂,居 宅之辺へ運送仕又々作間二売出之儀二御座所,春 来苅薪割木

等も其口」地二有之候,故 此儘二差置五月芒種より入梅之時節二至り雨晒二仕置候得者皆々朽腐果候様相成
候而者此先々村人共繋露命候元手を失ひ渇死仕候様罷戒……」(談山文書,続 桜井町史)

(注3)桜 井の多武峯山林所有者の先代は次のような商売に携っていた。

家 名i江 戸 に捌 る商売1家 名 江戸におけ・111.

船 谷 家 造 り 酒 屋 浅 田 家 古 手 屋

山 本 家 大 和 薬 販 売 保 田 家 ・ 糸 屋

梅 咲 家 油 屋 嶋 崎 家 醤 油 屋

(桜井,浅 田氏談より作成)

(注4)次 にのべるが,梅 咲家(油 家)の 多武峯山材集積状況 をみ るに村外か らの買得で 「人工林 」,地 床 とい う

のは必ず といっていいほ ど,桜 井商人か らの買得であ る。
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'方江差出し其身ハ商人に取付身楽之渡世致族(くえセヨラ)」が多 く・山郷の山林は次第にこれら商人に集積された。

これら桜井大商人のうち油屋善・八(梅 崎家)の 山林買得状況を調べてみる。彼は池ノ内村の無足人

,で あり,享 保における持高は村筆頭の36.5石 であるばか りか,油 屋 ・質屋等の営業によ り蓄積せ られ

た資本は,他 村の田畑,山 林の買得に充て られたほか,各 地の諸大名への融資は莫大な額に及んだ。

明治5年 大蔵省負債調掛に提出した控書によると,そ の未済分は高取藩 ・久居藩 ・津藩 ・芝村藩に及

び,総 証文2千 両を超えている。第4表 に示す梅咲家の安政5年(1858)の 山林名寄帳によると,買

得山林の村数は25ケ村にわたりその山年貢は88,435石,銀33匁5分,炭6束 となっている。

次に梅咲家の多武峯山林買得状況を時期的に調べてみる。第5表 によれば,買 得年代は享保から慶

応までであるが,と くに文政から嘉永に集中している。種目は大部分が立未地床共であるが,8筆 は

立木のみに限 られている。この内4等 までは談山の子院である教相院からの買得である。これらは寺

第4表 安 政5年 梅 咲家 山 林 名 寄 帳(ListofprivatelyownedforestsofUmezakifamilyin1858)
 

村 名 点 数 山 年 貢 ・司 村 名 点 数 山 年 貢 ・石・寧 一一一一一一一一一一一 1
鹿 路30旨0.8461畑180.8

飯 盛 塚20.08滝 畑110.2185

小 井 内80.785西 宮2銀16匁5分

針 道100.655三 津5銀17匁 炭6東

宮 奥10.05下10.03

百 ノ 市1!0.12高 「H80.1215

音 羽30.115高 家10.063
11

下 居1io.1411橋 本40.441

横 柿182.6611山 田10.04

北 山50.5891南 山20.05

審 井 御277°.2930.024i嵩 籍ll:}81
冬 野90.491 i

(梅 咲家 古 文 書)よ り

第5表 梅 咲家 の 山林 買 得 状況

(AnnalsofbuyingoftheforestlandsbyUmezakifamilyapout1790-1870)
一一一一一 一 一一 一一 一

造木,地 床共 立木一代 の問 雑木山,地 床共 竹薮,地 床共 開 地
購 代 筆婚 撫 鰍 雁

数村内ホ寸外勤 村内村外隷1村・村外隷 塑 村外

(1801-1惹1、)222

(181、-1諺 、)3622121・138511

(天 保1830^1893)7732・418624281178833

(弘 化1844～1847)・・117422642

C1848^-153)15624963

C1854-1859)222

(186・-186・ ・い
、～

(梅咲家 山林証文よ り作成)～
(注5)「 桜 井 町史 」P.183
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社直作地で談山本社から地付の売渡は禁止されていたのであろう。他の4筆 は桜井の大商人伊勢屋安

右衛門からの買得であり。(梅 咲家は伊勢屋の分家),杉,桧 立木のみで礼銀の最高である銀40貫 目で

あるなどから,何 かの特殊事情(梅 咲家の譜請など)で 成林の立木買いを行なったのではなかろうか,

礼銀(買 得代金)は 造木地床共の場合,銀1貫 か ら10貫に集中し,雑 木山地床共の場合銀40匁 か ら1

貫に集中している。年貢米(山 年貢)は 面積の如何によらず,雑 木山地床共の場合2合,3合 といっ

たものが多 く,造 木地床共の場合でも1斗 までである。譲り主は雑木山地床共の場合は村内在住者の

場合が多いが,杉,桧 などの造木地床共の場合その村の在住者でない場合が多 く,鹿 路村所在山林の

ごときは,12筆 のうち在住者から買ったのは1筆 で,残 り11筆は天保の頃すでに桜井の商人が所持し

ていたことがわかる。 しかし,梅 咲家はこのように多 くの山林を集積したにもかかわらず,幕 末の経

済界の混乱 藩札発行の際の失敗,さ らに明治初期の産業資本への転化の際の失敗等により,明 治中

期までにその殆んどを手ぱなしている。

また,上 のような桜井商人の買得 とともに多武峯の林地は幕末以降平坦部の商人資本のよき投資口

となり,明 治初年には十市郡139人,高11∫郡103人,式 上郡21人,式 下郡11人,平 郡8人,葛 下郡3人,

広瀬郡2人,添 上郡1人 計289人 の村外所有者が存在 した。しかし,梅 咲家の例と同様に,こ れら小

口に分散された平坦部在住の山林所有者 も明治期の経済変動で造木地床共のままで手ばなす場合が多

かった。或いは後に桜井の商人に関して述べ るように,自 伐の後その伐採跡地を八木 ・今井 ・耳成等

の幕末以来成長著しかった大商入へ売去1]する1ダrlもある。 これら八木 ・今井 ・耳成等の商人は,現 在の

多武峯の大ICI林所有者である・ド井 ・植松 ・河井 ・好川 ・安田 ・森川 ・森村 ・豊田の諸家に繋がる。 こ

のうち,八 木の平井家の山林集積状況は第6表 の如 くである。 ・1ノ井家は江戸時代には呉服問屋 として

幕末の頃か ら限本を蓄積してきたが,多 武峯の山林買得が本格化するのは,明 治10年以降である。明

治20年 頃までに買得 した山は 「山苗【h」「中木山」など手のかか らない造木地床共が多いが,20年 以

降は旧山主が 自伐 した後の裸地を購入,自 らの手で植林する場合もでてきた。この場合,旧 山主の山

守が平井家の山林購入の際の口入者になるときは,そ の山守が引続き平井家の山守 となる。また裸地

を買受けた者がそこに植林 して 「小苗山」として平井家に売却 し,山 守 となる場合もある。

第6表'1')1(呉 服 屋)の 山 林 集 中 状 況

(AnnalsofbuyingofforestlandsbyHiraifamilySince1867)

買 得 年 代 筆 痴 売 主1買 得 年 代 隊 劇 売t
-一 一 一 一,一 一一 一 一 一一 一 一 一一 一 一 一

時 代 年 代 区 分 小 計 村 内 村 外 時 代 年代5}ヨ 小 計 村 内1村 外一一 一' 一一 一一一一 一一 一

江 戸 慶 応3年111011昭 和2-10年1615111

(1867)～1927～1935)

明 治1-10年10111-20年1019

(1868～1877)(1936～1945)

(11-20葎1878～1887)13
1617(1器 謬 在1°1

21-45年12171141

(1888-1911)iI
I

大 正1～5年3211

(1912～1916)

6-10年725

(1917～1921)II
I

I(111齢 ・・-112ミ9;;i '幽 一

(平 井家山林 証文 よ り作成)

第5節 総預ケ山における育成林業

多武峯では村内農民によ り育成林業が行なわれるのであるが,伐 期まで維持できず早 く挫折 してし
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ま い,か え って 村 外 者 の 進 出 を招 く結 果 と な っ た・ しか し買 い手 た る平 坦 部 商人 の 「資 産保 持 的」 な

性 格 か ら,「 小 苗 山」・ 「中木 山」(地 床 共)の ケ ー スが 多 く,そ の こ とか ら逆 に村 内地 主 に よ る植 林 は・

「正常」な育林経営の一環 としてではなく・「小苗山」を造って雑木山よりはる魁 ～有利に売却 し・売

却後は山守として生計をた器秀)というコマ論 弁一般的になる。多武峯林業の密植(反 当り1・000本 ～

1,800本)枝 打ち(3年 に1回)間 伐材利用といった技術的特質も・ 一方では林野面積の狭さ,地 味

の悪さ,そ れによる成長の遅さ,と いった自然的条件によことはもちろんだが,他 方では 「小苗山」
・ として有利に売却 し,売 却後 も間伐,(間 伐材は平坦部農業地帯への架子 ・稲足として売れた)に(く の)よ

る山守賃,枝 打ちによる手間賃等を獲得するために発達した人為的 ・社会的な育林技術でもあろう。

第2章 戦 前 の桜井 市場 の 発展

、 は じめに

背後に先進民有林業地帯をもちながら,明 治中期まで桜井の材木業者は僅か4人 であり,多 武峯の

山林から自伐によりご く小規模に素材を運び出し製品を造って地元需要に対応していたにすぎなかっ

た。 しかし,明 治中期以降,鉄 道が開通 し,京 阪神消費市場への木材交易が実現し,か つ桜井から多

武峯のほか東吉野(小 川郷)・ 宇陀への道路整備 も進み,牛 馬車による迎輸機関が登場して くるに及

び,ま ず多武峯村内の山林所有者が中心となって桜井へ進出し,多 武峯木材株式会社を設立 して,多

武峯の山元から素材を出荷 して製品にして京阪神消費市場へ出荷 しはじめた。またそれまで和歌ICIへ

の筏流が中心だった東吉野の木材が桜井への出荷が可能になっただけでな く,小 川郷の商人は直接桜

井へ進出して小川郷共同土場を設立し,吉 野の特産たる樽丸の取引を山元の樽丸生産業者より委託を

受け開始 した。そして,こ のような産地か らの木材出荷および業者の進出に伴ない,桜 井へはそれ以

外の外部か らの材木業者の進出もみられる。そしてそれはまた木材市場の内発的な活況をも促がし,

関連産業 として明治末期には賃挽製材,大 正期には製材廃品加工業者を進出せ しめた。そして以後時

代の推移ととに,周 辺林業の発展,道 路 ・運輸機関の発展,そ れによる集荷圏 ・集荷量の拡大等によ

り,材 木業 ・製材業 ・廃材加工業 とも順調に伸びたのである。以下,戦 前の桜井市場を,ま ず外部か

ら出荷された木材の集散市場 しての性格が濃厚であった時期を形成期,つ ぎにかかる集散市場 として

の拡大が一段落 し,市 場が自立的展開をとげた時期を展開期というふうに分けて,そ の発展の過程を

みてゆ く。なお戦前の桜井市場においては,市 場構造の展開を決定的に左右するような単一の要因が

存在せず,む しろ種々の要因が関連 しながらつ くりだす総合的要因が構造を形成したといえるので,

材木業 ・製材業 ・廃材加工業などのそれぞれに視点をすえ,そ れらを相互関連的に究明 してゆきたい。

第1節 市場形成期(明 治期一大正期)

初期においては,桜 井木材市場は多武峯からの木材の取引から出発した。すなわち,輸 送手段,道

路の未発達な状況下で多武峯は桜井にとって近接 していること,林 地私有が進み比較的自由な伐採が

可能だったこと,伐 採された原木が上質なこと,な どの好条件を具え,こ れが初期の桜井の木材市場

としての出発を有利に導いた。

(注1)明 治期の桜井市場において,こ のように育成された原木が心持ち小角材として 都市の建築向けに供給さ
れるようになり(機械製材の開始後),ま た柱角用として適していることが認められるとともにこの密植栽

培もますます発展した。
(注2)大 正期の桜井市場において,こ のような枝打ちのきいた原木から無地角が得られただけでなく,無 地の

背板を加工する経木(桧 織り)の業者を他地域より呼び寄せることになった。
(注3)多 武峯における山守の存在と,間 伐材産出の結果,明 治以降桜井市場におけるほとんどの材木業者が素

材買い方式による足場,電 柱等の特殊素材のi別 販売に着手することになる。
(注4)平 坦部集約農業地帯に近接している立地から,あ らゆる間伐材の需要があった。稲足,架 子のほか細い

のでは碗豆の手にまで利用された。
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(注1)

明治初期には材木業者は4人 しか存在 しなかつた。彼等はいずれも元来商人で,資 産として多武峯

の林地を買得 し,江 戸時代を通 じて,林 地私有を維持 してきた人々であるが,明 治期になり,10数 名

の初瀬の木挽を雇傭して,臼 己の所有林地内で製品に挽き,人 の背,牛 馬の背で桜井に構えた店舗ま

で運び,店 頭売りを始めた。しかしその営業圏も小範囲で八木 ・天理 ・高田 ・郡山等の近辺平坦部の

需要に対応していたにすぎなかった。

しかし,明 治26年 高田 ・桜井間に,同30年 奈良 ・桜井間に鉄道が開通し,京 阪神消費市場 との交易

が可能 となり,こ れら4人 の材木業者は近辺平坦部から京阪神市場へと販路を拡大(くび)する。それに伴(の)な

って経営規模は拡大し,所 有林地からだけでな く,多 武峯の立木買い,素 材買い(素 材買いは村内の

山守から,間 伐材を主 として)に よる製品生産を行なうようになった。また,明 治30年 になると,こ

れ ら4人 のほかに多武峯の10数 名の村内山林所有者が中心となって桜井に進出し,駅 前に資本金1万
(注3)

円の多武峯木材株式会社を設立し,多 武峯からの原木を加工 して主 として足場電柱用材を京阪神の鉄

道会社,土 木業者,逓 信省へ納材 しはじめた(石 油製材が関始されるまでは,桜 井市場からの出荷の

主体は多武峯からの足場,電 柱用材であり,ほ かに数名の雇傭木挽による杉,桧 挽角の出荷 もあった

が規模は小さかった)。

またこの鉄道開通 とともに,東 吉野方面への道路整備 も進み,牛 馬車による運輸機関が登場 して く

ると,従 来小川郷の素材業者や樽丸業者により筏で下市,五 条を中継に和歌山へ流送されていた材木

は,運 送業者に委託 して,ri市 場(菟 田野町)を 経て2日 がかりで桜井まで持ち込まれるようになっ

た。そしてこれ ら東吉野,宇 陀の業者の桜井への出荷が定着する段階になると,既 存の4人 の材木業
(注9)

者 や多 武峯 木材 株式 会 社 も これ ら各 地 か らの 素 材 を対 象 に桜 井着 で素 材 買 い を始 め る。 さ らに地 元 桜

井 に お いて も数 名 の業 者 が あ らわ れ,こ れ らの 原木 に依 存 しつ つ 材 木 営 業 を創 め た。 さ らに 山元 の業

者 も木 材 を送 りつ け るの み な らず,前 述 の ご と く例 え ば小 川 郷 の商 人 た ち は 明 治35年 直 接 桜 井 に進 出

して,小 川 郷 共 同 市 場 を 設 け,地 元 の 樽 丸 業 者(くガ の)から販 売 の委 託 を う け,取 引 を は じめ た ので あ る。

そ して,こ の よ う な外 部 か らの木 材 出荷,或 い は外 部 業 者 の桜 井 へ の進 出,そ れ に触 発 され た 内部

的 な 業 者 の 叢 出 に よ る木 材 市 場 の 拡 大 の結 果,明 治39年 に は石 油 発 動 機 に よ る製 材 所 が2軒 で き,そ

の後 の 材 木 業者 の 増 加 と歩 調 を あ わ せ て,明 治 末 まで に,5軒 の 製 材所 が で きた。 これ らの 製 材 はす

べ て 賃 挽 で あ り,浜 松,東 吉 野 か ら,材 木 の 活 況 に 目を つ け て 桜 井 へ 進 出 した 外 部 商 人 に よ って 設 立

さた れ もの で あ る。 桜 井 の 材 木 業 者 は,木 挽 た ちの 反 対 迦 動 に もか か わ らず,こ れ らの 賃 挽 製 材 を よ

く支 援 し,そ れ ぞ れ 特定 の 賃 挽 製 材 に 特定 の 材 木 業 者 が結 び つ くとい う形(くれコの)がで き あが った 。 そ して こ

(注1)4人 の材木業者 とは,服 部,浅 田,飯III,金 沢4家 であ り服部家は江戸時代 において も木屋(材 木屋)

で,多 武峯の大山林所有 者で もあ る。 彼は江戸時代には多武峯門前の材木業者 か ら製品を買 って転売 して

いたのであ るが,明 治初めの二度の大火事 で門前が全滅 し,材 木業者 も没落 したため,自 ら自伐 により製

品生産 を開始 したのである。 浅田家は桜 井の古手屋,飯 旧家 は雑貨屋,金 沢家は 多武峯門前の商 人の出で

あり,い ずれ も多武峯での有力な山林所有者であ る。

(注2)浅 田家 の明治40年 の製品出荷状況を調べてみる。 同家 の年 商高は約1万1'Jで あり,取 引業者数は合計96

人で,こ の内,奈 良県業者19人,京 鄙業者32人,阪 神業者45人 であ る。奈良,京 都は材木商が多 く,神 戸,

大阪は竹 中,北 村な どの工務店,土 建 業 κが 多い。 な おこの 当時か ら工務店への納材が 多いのは,多 武峯

から足場 や規格外の長尺物,半端物が得 られ,桜 井の立地の好適 さのゆえに,即納 できた ことによる。(「朝,

鴉が とま っていた木が,夕 方 には角 となって出荷 された」)

(注3)多 武峯村 内では大浦氏(江 戸期 においては寺役人,多 武峯山林所有者),富 田氏(江 戸期 においては鹿路

村山庄屋,多 武峯山林所有者)が 中心 とな り,村 外で は植 田氏(松 坂の大事業家,電 柱の丹磐注入 はこの

人がは じめた,伊 東 氏(五 条の素材業者)が 中心 とな り,明 治30年 に会社を設立 したが,奈 良大仏殿の修

理に際 して の足場丸太 の請け負いが計算違いで,大 損害 をこうむ り,明 治42年 倒産 した。

(注4)東 吉野,宇 陀の場合,山 元に素材生産 業者が存在 したこと,木 材輸送手段が未発達であ ったことにより,

遡 寺桜 井の業者がii接,山 元への りだ し,_1[.木買い,素 材生産を おこな うことはなかったが,多 武峯の場

合,村 内には純粋な索 材生産業者はな く,農 業兼業の山守によ る素材生産であ め,農 民的稼用 としての臨

時的,小 規模的な間伐材の生産であ り,ま た桜井か ら近接 しているので,桜 井の材木業者は直接進出 して

立木買い,素 材生産 を行なった。
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の機械製材の設立 と共に,多 武峯の集約育成林業(密 植,強 度枝打ち)の 成果たる・通直な原木が無

地角,ま たは心持ち小角,長 尺物 として都市建築向けに供給されるようになった・そして・材木業者

の増大,賃 挽製材の進出,発 展による生産能率の向上により木材需要も急増 し・明治40年 には小川郷

共同市場(樽 丸工場)の 一部が原木委託市 となり小川郷の業者がそこへ原木を出荷 した。さらに明治

44年 には,桜 井の業者 と五条の業者が五条に貯木場を設け,五 条周辺の材木を集荷 し・牛車や鉄道を

利用 して桜井へ出している。

`大 正にはいると,桜 井駅前の材木商への集荷品の殆んどが東吉野からの樽丸となり,ま た明治末か

ら大正初めにかけて,東 吉野の6名 の麿丸太専門生産販売業者が相次ぎ 「逐月其多きを算する顧客の

便を慮 して」桜(くごセの)井に進出,本 店 ・支店ないし加工場を新設するようになった。また賃挽製材の発展の

結果,大 正3年 には,丹 波か ら製材廃材(背 板)を 加工する経木(桧 織り)業 者が・大正4年 には岐

阜から桧縄縮 讐 恥 た・これら廃材力口工業は識 でなく陸送で桜井へ持ちこまれた原撤 び尉
シ そのものの質の良 さに目をつけた

,他 地域の業者によって担われたわけである。

以上概観するに,こ の時期(明 治～大正中期)に は,周 辺山元林業地帯か らの木材出荷,さ らには

多武峯木材株式会社設立にはじまり,小 川郷委託市場設立,浜 松,東 吉野か らの賃挽製材業者,東 吉

野の麿丸太業者,丹 波 ・岐阜か らの廃材加工業者など外部商人の桜井への進出によって,漸 く本格的

に桜井市場が形成されたといえる。それは大正後期以降に市場が内部的に充実 し,逆 に周辺林業を規

定してゆ くその黎明期であったともいえよう。 ・

第2節 市場展開期(大 正中期～)

桜井の材木業者は明治以来杉桧挽角,建 築用材の取扱いが中心だったが,大 正中期頃から,東 吉野

出身の材木業者だけでな く,桜 井の殆んどの業者 も,桶 木 ・樽丸の生産販売に着手するようになる。

大正6年 には,材 木業者が15人 集って 「正進会」を結成 し,平 等出資により,多 武峯で2万 石程度の

山をこな し,杉 をILf元で樽丸に製 して灘 ・御影方面の樽丸問屋へ共同販売 している(桧 は山で入札販

売)。 しか し,第1次 大戦後の不況で,大iE9年 には,樽 丸は1丸20円 から半値の10円 まで急落 し,

「正進会」も2,000円 の損失をだし大正12年 に消滅する。以来桜井の材木業者はしだいに樽丸の生産か

ら離れてゆ く。また東吉野の山元樽丸業者も同様に,樽 丸の生産から離れて素材生産業として桜井へ

材木を出荷するように次第に変わっくる。明治35年 に設立された小川郷委託市場も始期の目的を達 し

得ず,桜 井在住の(小 川銀1咄身)材 木業者が借受けて営業するようになった。そして,桜 井の材木業

者は従来の如 く,杉 桧挽角 ・足場丸太,電 柱丸太,建 築用材の生産販売を中心 とする営業形態にもど

る。大正中期には材木業者数36名 となり合計10軒 の製材所ができ,さ らに大正8年 には動力が石油か

ら電力となって,製 品生産量も伸びるのである。さらに材木業者たちは,大 正初期の廃材加工業者の

進出に対応 して,大 正10年 に桜井木材同業組合を設立し,製 材の廃材利用に力を注ぎ経木(桧 織物)

・紐 ・モクメン・建具材 ・木皮などの生産販売指導にv{っ た。 こうして各種廃材加工に携わるものが

現われ,そ れは昭和なっていっそう発展する。なお当時の桜井の材木業者の性格をみると,山 方の小

素材生産者の多種 目的,小 量的な素材生産 ・供給のあり方に規定されて,同 様に足場丸太 ・電柱丸太

(注5)農 業兼業の樽丸生産業者であり,当時30数名あり,年 間生産額1万 ～7000丸であった。
(注6)明 治から大正中期にかけて,次 の製材所に賃挽きさせていた材木業者

製材所名(出 身地)材 木業者名
大竹製材所(浜 松)… ………尾上,富 田,服 部,金 沢
田中製材所(東 吉野)角 谷,杉 垣
マルツ製材所(東 吉野)大 塚,細 川,重 坂

大 井製材所(東 吉野)浅 田,河 村,市 川
(注7)「 日本材界名鑑」(関西木材商報)よ り
(注8)川 による輸送は水のため白太(背 板部分)が 変色する。 特に,経 木(桧 織)の 場合,多 武峯の桧は光択

があり,枝 打ちがきいているので節がなく,鉋がかけやすいという利点があった。
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・建範用材のそのすべてを小量つつ,多 種目的に取扱う非専門的なよろず屋的性格をもっていた。そ

のため素材買付にさいして同業者間での競争が生 じ易 く,特 定製材品の大口需要に対応できないとい

う弊害がでてきた。とくに大正末期頃か ら足場,電 柱の特殊素材の需要の増大に対応 して 「寧ろ各自

が其特色 とす る材種を部分的に経営するを以て同地材界の発展を促進し且つ平和を保持する所なりと

信 じ,誠 心之を同業者に諭すと共に自ら率先代々より着々好績を収めつつありし一般建築用材及び酒

造用桶木 ・樽丸の取扱いを廃 し電柱材の営業に転 じた」 ところの富(くはロ)田商店の例にみられるように電柱

専門業者および足場専門業者 も数名つつ現われた。そ してこれ らの電柱専門業者は各地の山元素材生

産業者か らの小規模的聞断的な素材供給では,製 品の大量需要に対応できないので,自 ら山林の伐出

に手をそめる。そのうえ大T7年 には,地 元からだけでな く京都方面からも素材を集荷 し,ま た冨田

商店の場合には 「大正10年 には米松パイリングを,同13年 には沿海州産落葉松電柱を満船輸入……(くはの)」

するなど集荷圏を拡大する一方大阪,名 古屋,東 京其他主要地に支店出張所を新設 し,電 鉄,電 力会

社,土 木建築請負会社等へ納材 した。特に大正12年 の関東大震災には,一 次使用の電柱が大量に東京

へ出荷された。

昭和に入って製品出荷や原木集荷に トラックが用い られるようになり,陸 上輸送に頼 る桜井市場は

ますます条件がよ くなった。従来東吉野 ・宇陀の山元素材生産業者は牛馬車を雇って桜井への出荷 し

たので輸送能率も低 く,数 量も限られていたが,ト ラックの出現による輸送力の著 しい上昇は,山 元

業者の素材生産を促進させ,こ れまで間伐材を小規模に生産するだけだった山元業者(山 守の場合も

ある)も,本 格的に素材≪:産を開始する。一方,桜 井の材木業者も昭和4年 に林友会を組織 し,ト ラ

ック運送業者 と材木業者の団結,そ れによる周辺山村からの原木の桜井への独占集荷をめざした。ま

た大正10年 に桜井の材木業者たちが木材同業組合を設立し,製 材背板の利用に力を注ぎ,そ の加工販

売を指導したので,桜 井業者の中からも各種廃材加工業に携わるものが現われ,そ れ らはとくに昭和

に入って著 しい発展をとげた。そして,ト ラックの出現による消費市場との輸送の緊密化一 製品の

即納化の実現,山 元業者の素材生産の促進一 それによる桜井への出荷量の拡大,廃 材加工業の発展

を背景とする経営安定,等 の要因により桜井の材木業は薯 しく伸びたのであるが,逆 に材木業の発展

に伴なう賃挽製材の発展によって廃材加工業 も伸び,山 元業者の素材生産出荷も促進 されたといえる。

以上,昭 和初期の材木業,製 材業,廃 材加工業の個々の発展とその相互関辿をみてみる。

(1)各 種廃材加工業の発展

(ア)経 木

経木とは桧の角材をとった後の背板(白 太)を 鉋で削 り,そ の鉋屑をもって織物及び紐の材料 とす

るものである。織物としては,帽 子の材料または天井や壁,敷 物の代用に利用され,紐 は食料品包装

用 として利用 された。当時,経 木は帽子の材料として盛んに神戸の商館(商 社)か らヨーロッパへ輸

出された。桜井産の経木がその優秀さを誇ったのは,陸 送本位の木材なので損傷や白太の変色がなか

ったこと,艶,香 り,耐 久性などをもち,か つ枝打ちがされた無節の多武峯桧によってつ くられたこ

となどによる。大正時代において5業 者であったものが,昭 和6年 には33業 者,従 業員500名 となっ

た。その結果,業 者間での激しい背板獲得競争が生じ,さ らに和歌山の小割業者の介入により一層拍

車がかけられた。そのため,経 木業者 自ら原木を立木買いないし素材買いしたうえで賃挽にだして材

料を調えたり,さ らには自ら製材工場をもつ経木材料の自給を図ることす らあった。 しかし,原 料が

多武峯桧に制限されるので,そ の資源量に規定され,結 局昭和11年 には10業者 と著減した。

ω 桧縄

普通にまきはだといわれ,船 板のつぎめに押込み水の浸透を防 ぐために用いられた。 この原料は桧

(注1,注2)「 日本材界名鑑」昭和4年10月25日 発行

「富田商店」の説明文より
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の皮である・これ も経(くむ)木の場合と同じく・陸送の原木で損傷や色の変化がないことが幸いし,他 府県

産は色が赤褐色で評判が悪かったが・桜井産のものは・色上 りが黄色でよ く好評をえた・また背板加

工ほど原料の種類に制約がな く・同類業者の競争もな く桧皮の入手 も容易なところか ら・大正年間に

4業 者,昭 和6年 に10業者であったのが昭和11年 には57業者にふえた・

(ウ)そ の他廃材加工

杉皮,桧 皮は屋根材料 となった。 特に桧荒皮は美 しく磨 か

れ,桧 皮葺の材料 となった・また利用されていない木皮 ・木の

株 ・鋸屑は薪 として利用さた。薪屋 ・鋸屑屋はそれぞれ業者と

契約を結んでいた。その業者数は第7表 のごとくである・

,② 製材業の発展

山元業者の桜井への素材出荷の増加,廃 材加工業の隆盛 によ

・ り,桜 井の材木業者数 もふえ,大 正期の36業者から昭和6年 に

は74業者,さ らに昭和11年 には110業 者 となり,ま た(賃 挽製

材も大正期の10工 場か ら昭和8年 には16工場 となった。これ ら

第7表 桜 井 にお け る各 種 廃 材加 工

業 者 数 の推 移

(Changeofnumbersofthe

wood-workingshopswhich

boughtthescrapwood)

昭 和6年 昭和11年
01931)1(1936)

一一 一一 一一 一一糖 一一__

杉 桧 皮8人10人

鋸 屑 屋0人15人

薪 屋11人40人

(桜井国勢調査統計)

16工場はいずれも賃挽製材であり,そ の平均馬力数12馬 力,丸 鋸が主体である。製品は柱角,特 に桧

角が主体で・桧が多 く挽かれているのは経木・小割業の著 しい発展による背板の需要増に蕊ゴ くとこ

ろが大きい。また昭和8年 の桜井の製材工場の製材量は素材石16万 石,製 品石12万 石とある。これ ら

賃挽製材の生産する4万 石余りの背板をめ ぐって廃材加工業者聞の競争がおこり,彼 等による自家製

材も出現 したわけである。昭和11年 には桜井の製材工場は31と なるのであるが,こ のうち昭和8年 以

後に設立された15工場は3工 場をのぞきいずれも背板加工業者による自営製 材である。

(3}材 木業の発展

この時期には東吉野 ・宇陀の山元業者による トラックでの素材出荷,そ れに依拠する桜井業者の素

材買い,ト ラックでの消費市場への製品即納,各 種廃材加工業の存在等により,比 較的容易に材木業

経営ができるようになった。そのために材木業者数は急激に増加 し,大 正期の36業者から昭和11年 に

は110業 者となり,わ ずか10年 間で74業者の増加 となった。また業者数の増大による素材需要の拡大

に対応して,多 武峯でも,間 代材生産のみならず,一 般建築用素材を皆代により伐出す る本格的な素

材生産業者 もあらわれ,(以 前か ら多武峯村内の山守は小規模な間伐材の生産をおこなっており,桜

井の材木業者は足場などの特殊素材は彼等から素材買いしていたが,そ れ以外は多武峯においてのみ

立木買いをおこなっていた)。 その結果,桜 井業者の原木調達における素材買いの比重は増々大きく

なった。一例として,桜 井の某老舗材木業者の昭和12年 の>7:材買付けを調べてみると,原 木買付額は

年15万 円であり,そ のうち素材買いは約7割 を占めている。出荷者数は多武峯業者27名,東 吉野23名,

宇陀11名 であり,出 荷全額は多武峯3割,東 吉野5割,宇 陀2割 となっている。またこのような業者

に素材買いが盛んになった結果,昭 和12年 には五条の山林所有者および桜井の電柱専門業者によって

原木市が開設される運びになった。

なお昭和初期にはいって,高 層建築,鉄 道工事,電 源開発,等 による足場,電 柱等の特殊素材の需

要も高まる。一方 トラック輸送によって東吉野 ・宇陀の山元業者による小口の生産材も集積が容易に

なり,昭 和12年 には15の専門業者が現われる。足場専門業者のA氏 などは,昭 和15年 の年間総出荷本

(注)桧 縄の加工過程は

① 長さ三尺余の桧皮の荒皮をそぎとる。
② 広場にひろげ,水 をかけあくを抜く。

③ 蒸釜に入れ,30分 程度蒸す
④ 相当に乾いたものを7.8枚重ねてたたく。
⑤ 柔軟になったものを適当に湿らせて一夜おく。
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数は15万本に及んでいる。 しかし,こ れら少数の専門業者は全体としては,例 外で,桜 井業者のよろ

ず屋的性格は以前と変わらず,素 材買い賃挽 き一 製品販売と素材買い一 素材(足 場,電 柱)販 売

とを同時に兼ね,さ らに,確 固とした販売先をもたない新興材木業者からの製品買い(製 品問屋的性

格)な ど,複 雑な態様を呈 していた。そして,上 でみた如 く,交 通立地の向上,小 規模,小 資金の業

者の著 しい数の増大により,業 者間で激 しい原木獲得競争が展開されたが,戦 前期を通 じて原木の集

荷圏は県内に限定され,従 って資源の制約か ら彼等の営業が大きく伸長する可能性は乏しかった。 し

かし,折 も折 り,木 材統制が国策として布告さた,昭 和16年 には軍用材の供給を主体 とするため桜井

木材供出組合が設立され,共 同計算による原木買付け,製 品の軍納入を行なうに至った。その結果旧

来のような自由営業,自 由競争のもとでは当然陶汰されるべき業者が生き延びることになった。彼等

は組合組織下ではあるが実質的には個人営業 として存続 した。次いで奈良県林材会社の設立に伴ない,

彼等はその桜井支店の従業員として吸収されたが,製 業材者の営業の基盤はほぼ統制前のまま持続さ

れた。 ・

第3章 戦後 の桜 井 市場 の発 展

は じめに

戦前の桜井市場は多武峯,東 吉野といった集約育林地帯を背後地とする原木入手条件によって規定

され,そ こでの林業の特殊素材を中心とする市場として発展 した。製材の形態は賃挽を一ヒとし,製 材

品は小量ではあるが上質品,規 格外品としての特徴をそなえていた。 しか し工場数 も規模 も戦後のそ

れには比すべ くもなかった。けれども戦後一般建築用材需要の増大と,道 路,輸 送機関の発展による

原木集荷圏の拡人により,製 材工場地帯としての発展はとりわけ急テンポに進んだ。この製材工場の

発展をささえたのは,京 阪神の大消費市場に近接 し,製 品販売において朝の注文を夕に納めるような

即納方式を縦横に駆使した桜井市場の立地の良 さもさることながら,原 木集荷のための組合の市売事

業,素 材業者である組合員に対する山林伐出融資,製 材業者である組合に対する原木買付けの手形割

引融資などの金融事業,製 材品 ・背板をはじめとする廃材の共販事業などの協組活動が,大 きな役割

を果たした。とりわけ,市 売と金融 とは,戦 後の トラック輸送の発達の結果,戦 前の多武峯や東吉野

のような,閉 鎖的な原木集荷圏をもちえなくなった桜井の業者にとって,欠 くべからざる事業となり,

逆に業者にとっての必要性が組合を隆盛に導いたともいえる。そこでこれ らの組合が戦後の桜井市場

の発展,と りわけ製材工場の発展にいかに貢献 したか,そ していかに現在のような形態の市場を形成

せしめたか,を みよう。

第1節 組合の事業展開と製材工場の発展

戦後まず20数 軒の賃挽工場が設立されたが膨大な復興川材の需要は,こ れ ら賃挽の生産力の限界を

こえ,能 力不足,品 質不良,規 格不統一の現象となり,そ の結果,賃 挽させていた戦前からの材木業

者,及 び新興(従 業員より独立)に よる自営製材が設立された。(約60軒)。 これ らの 臼営製材は戦

前からの材木業者新典業者によらず,そ の規模は小さく,平 均KW数15で あった。新興業者の小規模

さは資金力信用力からして当然として,戦 前からの材木業者の小規模さは彼等の木材商的性格による

ものであった。桜井木材組合の市売が開始された昭和25年3月 は,終 戦後のインフレが反動デフレに

はいりかけていた時だった。 この時に原木ll∫売が計画されたのは,デ フレによって手持Li木 の値下り

に対処 しようとす木材商 と,早 くもデフレの波を うけ操業上 必要な原木さえ入手できない 新興製材

(純粋加工業者)と を組合を通 じて結びつけようとしたもので,い わば有力業者の手持丸太の安全な

換金手段の場として計画されたのである。組合の幹部は戦前からの木材商ないし木材商性格の製材業

者で,大 部分が手持原木を保有 しており,原 木販売に際 し代金決済の相互保証をさせ るために組合を

活用す ることを考えたのである。
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その方法として,手 持原木を換金しようとする組合員は,そ の原木を市売に出荷し,組 合員中の原

木の買付希望者は保証金を提供して・自己の組合への出資金の5倍 まで買付を行なうことができる。

,そ して買付代金は,等 合員から組合に対 して相互保証の手形でもって決済することにした。組合はこ
'
の受取手形を銀行割引して資金をつ くり,こ れを原木を委託した組合員に支払 うのである。組合の銀

行に対する割引申込に対 しては・銀行は組合幹部の個人の保証によって割引きをしたのである。換言

すれば・組合に購売力を附与して・他の組合員からの原木の買付けを促導漕 汐措置を講ずるものにほ

かならない。この購売力附与のために,相 互保証制度を適用 したのである・そして,こ のように して

開設された巾売 は・素材業者にとっては原木販売の際の代金回収の安定性・新興製材にとっては原木

入手の容易さという両方の面で効果を発揮 し・その後常設されるようになった。そして・昭和27年 に

は,金 融部が開設され,市 売出荷を条件として素材生産資金を融資する一};,原 木の買手たる組合員

に対 しては,引 続き組合出資金の5倍 の手形割引融資を行ない,買 手に購売力をつけさせた。そ して,

.こ れを金融業務の遂行のため,組 合 臼体の資金力の充実によって対外信用を高める必要 もあり,市 売

出荷者より,市 売手数料 として・売上金額の5°oを 徴収する・(そ の内・3～4%を 組合の収入とす

る)。

買手たる組合員に対 しては,年 間買上金額の1～2°oを 歩戻 しす るが,そ の一部を還元金と称 して,

彼等の組合出資金として振替えたのである。 この歩戻金は・最初から・予算が定まっているのでな く,

年度内に代金回収不能が生 じた場合,損 失補墳財源として使用 され るたてまえになっている。このよ

うにして,組 合も資金を確保 し,買 手の組合員 も還元金方式によって出資金が内部留保 され,買 付の

さいの信用 も自然増 したのであるが,こ こで問題 となるのは組合員のa及 びその出資金支払状況で

1あ る。昭和28年 からの出資金支払状況をみると,少 数の有力素材者が大uに 出資金を支払っており,

最も原木入手に困難を感 じている多数の新興製材(純 粋加工業者)ほ ど小口出資金になっている。 し

かも昭和30年 より出資金払込みによる増資は停止され,還 元金方式のみになったので(同 時に買付信

用の最高限も出資金の2倍 に引下げ られた)大 口出資者は大量買付けによって出資金が自然増加 し,

彼等と多数の小口出資金者の出資金格差を増々伸長させた。その状況は第8表 のごとくである。

第8表 桜 井 木協 の 出 資金 総 額 と1人 当 り出 資金

(ChangeofcapitalofthetimberdealercooperativeinSakuraicity)

年 度 面 飴 糊 平卵 飴 蹟 総・数1鞍 誉鍛 翫 金酬 還 元 率7-一一一一一一一一一一一一一一 一
昭 騰 紅 ・・48・ 千1'JP19255-・.(°)51(°);

1

麗:::::1::191112::it516Q717,484一 一
31
(1956)171,91・39314,38278-1・639ミ1・1

11

(32年1957)・4>63543616,92787112>83811・1 1

(1958)93,12049618,624i988,7720.7
-一一 一 一一一一 一一一一 一一一一一 一一一一一一 一一一 一 一一一

(但 し,1口5千 円)〔 木材協同組合 に関す る実態調査報告〕昭和34年 よ り

昭和30年 の還元 金7,484千 円は30年 の出資金64,255千 円に加算 され,昭 和31年 の出資金は71,910千 円 となる。

昭 和33年 度 の 出資 金 総 額63120千 円,18,624口 が194組 合 員 に どの よ うに分 布 して い る かを み る と,

第9表 の 如 くで あ る。 表 に よれ ば,20口 未 満 が 総 組 合 員 の37.6°oに 当 た る73人 で あ る。80口 未 満 と

(注1)林 野庁 「木材協同組合 に関す る実態調査 報告」(昭 和34)
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第9表 木 協 糸且合 員 出 資 金 口 数分 酋∫

(昭 和33年)

(Classificationoftimberdealers

bytheownedcapitalforcooperati

vein1958)

蹟 ・数醐1船 酬 比率(%)一一一一一一一一一 一一一 一一 一一一一 一
… 縮17337.・

20～4013518。0

40～802211.3

80～120189.3

120～1601136.7 1

160^-200i713.6

200～260115.7

26。 ～320163.1

32。 ～40。 「42.1

400～4205z.6
-一一 一一一 一

計 」 ・94(人)11・ ・(00)

「木材協同組合に関す る実態調査報告」

すれば130人 の組合員がこれに当たり,全 組合員中のうち

67%弱 となる。平均ロ数は98な ので約苦の組合員が平均以

上 ということになる。また昭和33年 の還元の状況をみるに,

還元金3万 円以下(還 元金3万 円ということは33年 度の還

元率0.7%な ので,こ の年の原木市売か らの買取金額は430

蕪 鹸覇 蕪撫 諜喜巖 皇嘉藁昂朧
利用が出資金によって枠がきまり,そ れによって買付を多

く行なう結果さらに還元金が多 くなり,そ れが出資金に振

替えられる。か くして出資金の少ない多数の組合員はなか

なか市売を利用できない弊が生ずる。組合にとって,特 に

桜井木材協同組合のように,市 売を主たる事業としている

場合,小 口に分散された出資金状態というものは特に好ま

しいのである。組合事業といえども市売は利益をあげねば

ならない,そ のたあに,多 数の市売参加者があって,そ こ

に激 しい競争のあることが望ましいのである。原木市売の

存在はたしかに,製 材工場の当面必要な原木入手を解決 し,

新興製材の設立を容易にした。工場数は市売開設時の昭和25年 の70工 場から,昭 和28年 の85工 場,昭

和32年 の100工 場 と著 しい増加となった。 しかし組合の金融システムから新興製材の市売利用が制限

され,製 材機械の固定施設の能力に比較 して原木不足の状態となり,自 営から賃挽製材への転化の方

向をとった。一方市売利用の大きい大口出資金者 も,こ れ ら新興製材の存在によって,工 場新設等に

より固定資本を拡大するよりも,流 動資本として原木買付に利用する途をとり,大 口出資者 といえど

もその製材工場は小規模に止まる結果をもたらした。 こうして第10表 に示すごとく,木 協の組合員の

中でも多様な常態の分化が生 じている。昭和32年 まで製材工場数は著 しく増加 したが,規 模は第11表

のように昭和25年 には1工 場当たり平均KW数15,昭 和28年 は15KW,昭 和32年 には18.8KWと あ

まり規模拡大は進行しなかった。そして,原 木市売のはや くか らの発展と,多 数の小規模製材のそこ

での激 しい競争により,II∫売での原木価格は全国主要市場,或 いは県内の他の市売より高値を維持 し,

第12表 のごとく上市や下市に五条を初め県外からもあたかも水が逆流するかの如 く,原 木が流入 した。

しかしこのため桜井の製材業者は他市場より割

高の原木を買わされることになり,そ のため一

般既製品製材では不採算の場 合が多 く,注 文生

第10表 桜井木材協 同組合 員の業種別(昭 和32{11)

1

業 種 組合員数全組合員数に対する比1

製 材 ・」,:業10&.,155.7%

製 材 兼 業 素 材 生産 業52i26,81

素材 生 産業専 業 114-7.2

鮒 業諫 牒 脇1147・2
山 林 業 者1653.1
_一 一_一__1 一 一 一一一一 一 一一 一 一 

副'194100.0
___一 一 」__一 一一 一 一_._

「桜 井木協 調べ」

昭和32年 度の製材工場数は100軒 だが製材業者 と し

ては160名 にな っている。

第11表 桜 井 に お け る製 材 工 場 の 動 向

(Changeofsaw-millsinSakurai)

1工鋼 瓢 馴 り剛 素櫛 プ・取扱量

・碍欝1・ ・1・5 .・33.・

(11§窒851・ ・74.・

(19510018.8103.6

(瀟1・934・72・1.・

(灘12536・ ・23・ ・

(騰11941・7214・ ・

(1966)12542.3204.3
-一 一一_一 一一一

(奈良県統計調査事務所)
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産 が 主 体 に な っ た 。

第12表 県下 各 市 売 市 場 の原 材 取 扱 量 とそ の うち桜 井へ の 出 荷 量比 率(昭 和34年)

(LumbervolumeboughtandsoldineverytimbermarketsinNaraPrefectureandthe

percentageofthelumberboughtbythemarchantsofSakuraifromthemin1959)

市 売 名 内吉野 榊 川 五 条 帖 野 下 市 吉 野1高 旧 小 川1大 宇陀 東 和 離 封 協

籔 蟹 副1・FTa7125・ ・3126-14・ ・7・153-118-101・4・[628爵

雛 灸腿1510-20・9-20-25■1-34-805511・ ・ 一
(県下市 売概況)

また桜井では,既 製品 といえども

それは品等の細分化など他産地のよ

》 うな大ざっぱな等級区分などでは満

足せず,既 製品であって もすでに,

それは特殊の商品としての扱いを う

けている。製材過程における工夫が

その製品の品質の上に反映している

部分をも,材 質の点とともに強調 し

ょうとしているというように製品仕

訳の面で特色を出そうとする努力も

顕著にみ られる。(桜 井での等級区

分は第13表 の通 り)。

また,組 合も昭和30年 に共販部を

開設 し,製 材品の共販(くな),パルプ原(の)料

の販売の斡旋をおこない,品31年 に

は背板市を開設 して廃材をなるべ く

有利に販売する体制をととのえた。

なお戦後の桜井の廃材加工業者は第

13表の通 りだが,戦 前に較べて著 し

く減少 したので,下 市の営業者や和

歌山の建具業者をも背板市に吸収 し

て廃材の有利な売捌きを図ったわけ

である。

一方,市 売での原木価格の上昇は,

立木価格を騰貴させ,素 材業的製材

業者を素材の伐出から切りはな し,

製材加工へ純化する道をとらせた。

昭和34年 の 「桜井木協のしお り」

第13表 桜井の既製品一般等 級区分

四方無節 三方無節 二方無節 一方無節

正 角 一等上小節

(スギ,ヒ ノキ)一 等小節 並小 節

13級 一等 一 等並 二等 二等並 三等

押角
.一 一.一一 一 .一

平 割 四方無節 三方無節 二方無節

(スギ,ヒ ノキ)一 等上小節 一等小 節

7級 一 等 二等
一.一.一 一__一 一

割 四方無節 三方無節 二方無節

(スギ,ヒ ノキ)上 小節 小節

7級 一等 二等
一 幽一

縁 甲 板 赤無節 四方無節 三方無節

(ヒ ノ キ)1特 上小節 上小節 一等小節 ノJ、節 並小節

1・級 「 一等 二等
1

第13表 桜 井 の廃 材 加 工 業(昭 和32年)

(NumberofWoodworkingshopsduetoscrap-

woodandtheiremployeesin1957and1966)

木 履 物 経 木 割 箸 屋 根 板
一 一.一 一一一 一 一 一 一 一 一.一 一__-b-_r.胃

工 場 労働剤 工 場 労賭 工 場1労賭 工 場 蠣 者
一 一一.幽..一 一 一.一 一 一 一

・軒1・ 人 ・1酬52人{・ 軒 ・人 ・ 軒 ・人
一一一 一 一一一 一 「一一一 一一

(昭和41年)

木 履 物 経 木 木 毛 割 箸
一.一一.一 一

工 場 数 工 場 数 工 場 数 工 場 数
一一

11101412

(奈良県統計 調査事務所)

に よ る と最 近,特 に33年1月 よ りは,山 林 入 手 に よ る木 材 業 運 営 も,市 売 に よ る経 営 もあ ま り 大 差

(注8)し か し桜井の製材業者 にとっては,「原木高」を克服す るためには,製 品販売 こそが重要なのであ り,従

って,共 販事業の発展の根拠 は薄 く,(昭 和32年 の製品出荷先は,小 売店 ・大 口消費者 ・問屋が多 く,市 売

へ は全 出荷量の2割 程度で あった)製 品不況 の31年 の1億3千 万 円を ピー クに して,市 況 回復後,売 れな

い製品が共販 に持 ち込 まれ ることが多 く,従 って在庫融資の形を とるよ うにな り,そ の結果,組 合 自身が

損失 を受 ける結果にな り,以 後共販高は漸減 して ゆ く。



134

のないことは誰 しも認めているが,こ こで同 じ経営による損失をみる場合,市 売での原木入手によっ

て生ずる損失の方が軽 く,従 って立木の方に手を延べる製材業者も少なくなった……」とある。桜井

の業者として採算に乗る立木の買付はできな くなり,昭 和32年 においては,160人 の製材業者のうち1

52人 まで素材生産を兼業 していたのが,徐 々製材加工に純化 し,そ のため組合員による市売出荷が減

少し,組 合員の素材生産資金融資金額も昭和28年 から着実な増加を示 し,昭 和30年 には1億2,800万

円,昭 和31年 には2億300万 円,32年 には2億7,400万 円と増加 したが,昭 和33年 には7,200万 円と

第14表 桜 井木 協 素 材 市 売 数 量 の推 移

(Changeofthevolumeofthetimber

tradebyauction)

年 度 防 売回数陣 扱 石 数

昭 和27年(1952)25244,000

29年(1954)42317,106

31年(1956)48412,760

32年(1957)62423,450

33年(1958)72408,137

(桜 井 木協 調)

急激に減少 した。そして,昭 和25年 より着実に増 し

てきた市売取扱量も,第14表 にみられるように昭和

33年 には,一 時減少を示 した。そこで組合は,組 合

員でない確かな業者に対 し,原 木市売へ出荷するこ

とを条件として,前 渡金の措置を講 じた り,7月 か

ら9月 の出荷に対 しては,入 荷と同時に金額を現金

で支払うなど して出荷を促進させ,そ の結果34年 に

は組合員外の出荷が総売上金額の・1'.をこえるよ う

になった。そして大手業者の製材純化の過渡期には,

一時市売取扱量は減少したが,そ の後の組合の積極

的な原木集荷対策と製材業者の製材純化の完成(昭 和34年,10数 人の大手業者が地域全域でコンベァ

システムを導入 した新設工場を設立)に より,桜 井木協の原木市売は再び取扱量の著 しい増加をみた。

さらに昭和32年 か ら35年にかけて,西 垣 ・杉垣 ・桶辰などの大手業者が製材に純化する一方で市売経

営を開始し,組 合市売とこれらの3つ の市売取扱量は,昭 和32年 の103,588m3か ら35年には20,1905

m3と 一挙に倍増 し,製 材規模も昭和32年 の1工 場当たり平均出力数18.8KWか ら昭和35年 には34.7

KWと 急激な拡大を遂げた。

しかし,こ の急激な平均規模の拡大は大手業者の製材加工への純化,そ れによる製材規模の拡大,

或いは工場をもたなかった業者の大規模新設工場の設立によってなされたもので第15表 に示すように

昭和36年 のKW階 層別の工場数をみても,37.5KWは 全工場数の70%以 下を占め,平 均(36KW)

第15表 階 層 別 工 場 数(昭 和36年)

(Classificationofsawmillsbytheir

scalein1961)

KW階 層 実 数 比 率

^-7 .51211.6

7.5～22.546368

22.5～37.541328

37.5～75.027216

75.0～972

1251100

一 工 場 当 り平均KW数36KW

以下の小工場の多い傾向は以前と変わらない。そ して大規

模層の市売での原木買付競争にさいして,そ れらの資金九

信用力の格差により,中 小規模層の賃挽製材化となり,ま

た階層間での生産力の差異,そ れによる原料材や製品の差

異(小 規模層ほど樹種としてはヒノキ,材 種 としては挽角

が多い)と なって現われた。 さらに大規模層は桜井の原木

市からの供給だけでは原木不足 となり,他 市場の複数の市

売との結合を強めたが,原 木市の販売形態,す なわち比較

的小 口の 「種」を単位 とする取引のため,原 木入手に際 し

て大 口に買いつけるという利点が乏 しく,大 規模化に も限

界があった。

36年 以降外材が大量に輸入 され,製 材業者の大口原木入手が可能 となり,ま た高度経済成長に基づ

く設備投資を主導とする製品の大量需要にささえられて,大 規模製材は外材依存へ移行 してゆ くので

あるが,桜 井で もこの年以降に大規模層は外材への依存を強め(製 材工場への入荷量のうち外材の占

める比率は39年 の8%か ら39年の17°oに増加)36年 以降75.OKW以 上層への規模拡大が進んだ。そ

して,大 手製材の外材依存は,原 木市売での競争を緩和 し,昭 和36年 以降の規模別工場数をみると,

第16表 のごとく7.5～22.5KW層 への規模拡大が著 しく,他 面22.5～37.KW層 への集中を示 した。
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しか し,市 売 出荷 量 の そ の 後 の 停 滞 と減 少 に よ って22・5～75・OKW層 へ の 規 模 拡大 は 非 常 に少 な い。

この こと は,規 模 拡 大 して い る もの の,主 と して 国産 材 を 原 料 とす る中 規 模 の 製 材工 場 で はそ れ が 頭

打 ち して い る・ と い う状 況 を 示 して い る。

第16表 桜 井における製材工場数の動 向 さ らに,注 目 す べ きは,75.OKW以 上層 が 昭 和
:(Changeofthenumbe「ofsawmills)

36年 の9工 場 か ら,38年 の16工 場 へ と増 大 した に

耀1年(盤)(論(42'x}=1967、 もか か わ らず,そ の後41年 に1ま13工 場,42年 に は

、.砺 函.i-463・E.26...22-11工 場 と融 して い る ・ とで あ る・ 桜 ナトの 大4:

22.5_37.54151,5567者 に よ る外 材 依 存 の経 営 は,港 湾 製 材 との対 抗 上,

37.5-75.Oi2725旨2832外 材 につ いて も注 文 生 産 を お こな うの で,生 産 能

75・o-;9161311率 は あ ま り向 上 しな い。 しか も原 木 の 品質 を選 択

.arl .123122-一 一125..132一 し,材 質 の 良 い もの を購 入 す る た め原 木材 縞 く

、(奈 良II1.統計調査事務所)っ き,外 材 に よ る大 量 生 産 方 式,国 産 材 に よ る 小

:口 集 約 加工 方 式 の どち らの メ リッ トも徹 底 して 生 かせ な い状 況 に あ る・40年 以 降 の製 品 需 要構 造 の 変

化(一 般 建 築 用材 を 中 心 とす る大 型 流 通 機 構 と・ 一 般 建 築 用 材 の需 要 に もと つ く小 口流 通 機構 へ の 分

化)に うま く対 応 で き な か った結 果 で あ ろ う。 ま た・ 国 産 材 を製 材 す る小 規 模 業 者 に も問題 が な い わ

けで は な い。 吉 野 材 を 集約 加工 す る と こ ろ に・ これ ら中小 製 材 の存 立 基 盤 が あ る わ け だ が,昭 和36年

以 降 の市 売 出荷 量 の減 少,停 滞 の み な らず,吉 野 材 の 占め る ウ ェ イ トの 著 しい減 少 を み せ て い る。

(昭 和36年 に お い は,全 入 荷 量 の83・4!%0を 占め て い たが ・43年 に は15・3%と な った)。

Résumé

    Among the many timber markets in Japan, the timber market of Sakurai City in Nara Pre-

   fecture is exceptional in many ways. Its development and enlargement have been due to a 

   parallel development in land transport as opposed to the age-old system of rafting, the continued 

   use of which has seemed to restrict the growth of markets (and even to contribute to their 

   downfall in some  areas.  ) The timber dealers and sawmills here have developed independently, 

   and are not controlled by a few large wholesale dealers as in many other areas. This is a prim-

   ary feature of the Sakurai timber marke. 

    (1) Formerly, logs were supplied to Sakurai from the Tonomine Hills in the same prefecture. 

  Since the middle of the Tokugawa Era (c. 17), the forest lands of TOnomine were actually owned 

   privately. Cedar was intensively grown by the local inhabitants. But the lands have been bought 

  mainly by the merchants of Sakurai and adjoining areas, most of whom bought them for its 

   property value. 

    (2) In the beginning of the Meiji Era (about 1870), there were only four timber merchants in 

  Sakurai. Since about 1900, the market has developed rapidly with timber being brought from 

  the Yoshino or Uda Districts, and thus, the timber dealers have increased. Owing to such pro-

  sperity in the timber trade, this area saw the growth of sawmills (contract sawing) and wood-

  working shops which bought the scrapwood. Thus a solid basis has been built for timber manu-

  facturing and trade in Sakurai. 

    (3) In Japan after World War II, regional restrictions formerly found in the collecting and 

  distribution of logs have, for the most part, disappeared because roads have been built and 

  improved, leading to competition among many markets. In Sakurai the formation of a timber 

  dealers cooperative has contributed to an increase in the timber trade, and many saw mills 

  (middle- or small-scale) have been established due to marketing by auction by the cooperative.
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But the continued growth of the dealers has not progressed so smoothly. Neither have the few 

 Large scale saw mills in Sakurai dependent upon foreign lumber been enlarged, due in a large 

part to disadvantageous transportation costs as compared to other sawmills located closer to the 

ports.


